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和光市 

～わこう食育推進店の取組～ 

 

(１) 取組の概要 

和光市では、第二次健康わこう２１計画並びに第三次食育推進計画に基づき、地域包

括ケアシステムの構築による食育推進（食と健康を支援する体制づくり）をめざして、

企業・事業者・地域団体・市や相談支援機関の職員等から構成される食育推進コンソー

シアム会議を設置している。 

この事業では、食育コンソーシアムによる公民協働事業の一環として、健康に配慮し

たメニューや商品を市独自の基準で認定し、商品の取扱いや情報発信等に協力する店舗

等を「わこう食育推進店」として登録・公表を行っている。市民のセルフヘルスケアマ

ネジメント（自己健康管理）の一助となるような、減塩・減糖を実践しやすい、あるい

は栄養バランスのよい食事を摂りやすい食環境づくりを進め、市民の食生活の改善を図

るものである。 

なお、実施にあたっては、販売提供側である企業・事業者等の取組や商品について、

市や相談支援機関を通じて、各々の利用者や支援が必要な住民にも情報提供を行うこと

により、健康意識が高い市民だけでなく、食生活において改善が必要な市民にも活用さ

れるよう配慮し、生活習慣病の予防、医療費の適正化への寄与を図っている。 

 

(２) 取組の契機 

(ア) 生活習慣病による医療費の増加（国保） 

   通院医療費では、生活習慣病が上位を占めている。入院医療費では、平成 28年度は

脳梗塞、肺がん、脳出血の医療費が急増しており、別データから脳梗塞患者の半数は

再発によるものとわかっている。 

また通院・入院ともに透析による医療費が高額である。 

＜疾病別高額医療費（入院外）の推移（上位５位）＞       ＜疾病別高額医療費（入院）の推移（上位５位）＞ 
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(イ) 市民調査結果（平成２８年度「地域の絆と安心な暮らしに関する調査」） 

①いずれの年代でも同居世帯よりも独居世帯の方が栄養バランスが悪い傾向がある。

また、若年層男性では、同居世帯でもバランスのとれた食事を摂取できている割合が

５割程度に留まっている。 

②全性別・年代において、食塩摂取量が目標量を上回っており、高齢者ほど減塩に対

する取組実施率は高いが、実際の摂取量は加齢につれ増加している。 

③若年層と中年層の男女及び高齢者層男性の独居世帯では、週３回以上の外食利用頻

度が約７割と、同居世帯の同性・同年代水準を大きく上回り、独居世帯は同居世帯と

比較して外食の利用頻度が高い傾向がある。 

 

(３) 取組の内容 

 

(ア) 認定店舗の登録と公表（平成３０年７月～） 

登録店舗には、認定を示すポスター・のぼり旗を配布し、店舗入り口等に設置した。

市ホームページで認定対象店舗及び商品のリストを公開した。 

また、市や相談支援機関では、施設利用者や特定保健指導対象者等に対し、周知リ

ーフレットを配布した。 

(イ) メニューや商品の登録と認定マークの設置（平成３０年７月～） 

減塩・減糖・減脂・野菜たっぷり・栄養バランス・わこ産わこ消（和光市産）の項

目について、市の独自基準に基づき認定し、認定マークを店舗内の商品設置棚やプラ

イスレールに設置した。 

 

 

 

 

 

 

 

事業名 わこう食育推進店 

事業開始 平成３０年度 

  

 平成３０年度 【参考】平成２９年度 

予 算 ・消耗品費 129,600 円  

参加人数 

・登録数（店舗 13ヶ所、商品 384品） 

・イベントでの周知数（リーフレット

配布数）529人 

 

期 間 平成 30 年７月～平成 31年３月  

実施体制 

食育推進コンソーシアム会議 

（企業・事業者・地域団体・行政関連

部署・相談支援機関等 31ヶ所） 
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(ウ) 店頭での情報発信 

イトーヨーカドー和光店では、毎月 19日（食育の日）に、食品売り場クッキング

サポートコーナーにて、事務局（健康保険医療課）が作成した減塩・減糖レシピの試

食、レシピ提供を実施している。 

セブンイレブン市内店舗では、バランスのよい選び方の提案として、事務局（健康

保険医療課）が作成した主食・主菜・副菜がそろう商品の組み合わせ例についてのポ

スターを店内に掲示している。 

 

(エ) 普及イベントの実施（平成３０年１１月） 

食育コンソーシアム参加団体・ヘルスサポーター・食生活改善推進員が協働し、市

民まつり健康フェアにおいて、事業に関するポスター展示や、認定商品のお惣菜や認

定商品を活用したレシピの試食、プレゼンテーションを行った。また、関連団体を通

じて、周知リーフレットを配布した。 

 

 

(４) 取組の効果 

(ア) 自治体にとっての効果 

企業との協働により、市民の身近な食品購入先である店舗での試食や掲示を通じ

て、講座や講習会に足を運んでもらうことなく、通りがかりや健康意識が低い市民に

も、商品を媒体とした具体的な提案を行うことができ、食生活の改善に向けて啓発対

象を拡大することができた。 

 

(５) 成功の要因、創意工夫した点 

(ア) 会議体の運営 

食育コンソーシアム内で定期的に会議を開催し、市の現状と課題を共有したうえで、

取組の目的や方向性、進捗状況の確認を行うことで、構成員が各々の役割を考え、取

組への意識や各拠点での周知活動が持続されるようにしている。 

 

(イ) ヘルスサポーター、食生活改善推進員との連携 

市民まつり健康フェアでは、ヘルスサポーターや食生活改善推進員など市民ボラン

ティアと連携により、市民から市民へ、より近い視線で情報提供を行い、市民の理解

や動機づけの促進につながるようにした。 

 

(６) 課題、今後の取組 

(ア) 登録店舗、商品数の増加と取組の継続化・活性化 

趣旨説明を行い、他企業や飲食店等の参入を図っていく。登録店舗を増やすことで

さらなる取組の展開につなげ、食環境整備と支援体制の強化を進めていく。 

   

(イ) 市民認知度の上昇 

登録店舗数を増やし、取組を活性化することにより、市民への普及啓発を図り、市

民の健康管理や食選択の一手段として活用・実践を促進していく。 
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(ウ) 市民の利用状況が見えにくい 

登録商品の売上状況の変化、市民の反響について、検証方法を検討していく。 

 

(エ) 生活習慣病の予防効果、医療費抑制効果が見えにくい 

今後は、地域レベルでの食生活改善状況の把握や、特定保健指導、重症化予防に係

る保健指導をはじめとする個別支援への導入・活用による改善事例の集約を行い、ヘ

ルスソーシャルキャピタル審議会（有識者会議）や計画見直しの中で検証していく。 


